
備考 会議内容を簡潔に記載すること。

 第３号様式（第６条第１項関係） 
市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成29年12月27日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 
１ 日時及び場所 

平成29年12月27日（水）午前9時30分～ 本庁舎3階特別会議室 

２ 出席者 

行政経営改革課 岡田課長、高山副主幹、元田主査補 

３ 件名 

指定管理者制度における運用の見直しについて 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 
□ 一部修正の上、決定する。 
□ 継続して検討する。 
□ 案を否決する。 
□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・経年劣化は、どのように判断するのか。 

→工事又は修繕の際の業者からの報告書や耐用年数をもとに判断する。 

・耐用年数は、実際よりかなり短いため、ほとんどが経年劣化になるのではないか。 

→平成26年度以降に実際に10万円以上支出した工事又は修繕の多くは、経年劣化による

ものと思われるため、そのように考えている。 

・修繕料については、全て市の負担とした方が分かりやすいのではないか。 

→市が全ての修繕を行うと、市の事務負担が非常に大きくなる。また、指定管理者自ら

が負担するという観点がないと、施設管理が適切に行われない可能性も生じる。 

・修繕に関しては、施設ごとのバラツキがあるのではないか。 

→施設が比較的新しい白井コミュニティセンターを除くと、指定管理者は市が想定して

いる額と同等又はそれ以上の修繕を行っており、現時点でのバラツキはないと考えてい

る。また、市民プールでは、10万円を超える修繕であっても、指定管理者が必要と考え

る修繕については、指定管理者の判断で実施している事例がある。 

・あらかじめ「経年劣化の場合」として分類するのではなく、現状どおり10万円までは

指定管理者、10万円を超える部分は市が負担することとし、明らかに経年劣化による工

事又は修繕である場合は市が全額負担するといった例外規定にした方が分かりやすいの

はないか。 

→経年劣化の定義を明確にすることで対応したい。 

【結論】 

 案のとおり決定するが、経年劣化の定義を明確にすること。 

 



平成２９年１２月２０日 

付議書（行政経営戦略会議） 

 

部課名（総務部行政経営改革課） 

１ 件名 

指定管理者制度における運用の見直しについて 

２ 目的 

指定管理者制度における運用について、指定管理者選定審査会及び指定管理者の施設担当課から、見
直しの要望があったことから、運用を見直すとともに、「公の施設の指定管理者制度導入に関する指
針」に位置付けしたいので、行政経営戦略会議に付議するもの。 

３ 見直す運用（現状と課題・対応） 

① 公民館・コミュニティセンターの指定期間 

【現在の運用】 

  ・指定期間は原則どおり５年とし、当面の間、公民館・コミュニティセンターは、3年とする。 
指定期間は、５年を基準とする。ただし、施設の性質、業務の内容等を考慮し、５年と異なる期間と
することができる。（「公の施設の指定管理者制度導入に関する指針」 P.4） 

【見直し案】 

  ・次回の施設の指定管理者の募集から、公民館、コミュニティセンターの指定期間を5年とする。

（指針どおりの運用とする。） 

   新たに指定管理者を指定する場合など５年以外の場合もあるため、指針は変更しない。 

  ・平成３０年度当初予算で設定する予定の西白井複合センター及び桜台センターの債務負担行為の

期間と額の変更を行う。 

【見直しの理由】 

  ・市民サービスの向上のため、指定管理者の雇用条件を向上させることで、より良い人材を確保で

きるようにするため。 

  ・指定管理者の選定における事務量の軽減のため。 

  ・指定管理者選定審査会からより良いサービスを市民に安定して提供するために５年とすべき提言

があったため。 
 
② 経年劣化等による施設、設備、備品の工事又は修繕 

【現在の運用】（指針に規定なし・標準協定書にのみ記載） 

・経年劣化による修繕の場合は、設備・備品を交換する場合は、市が全額負担。修繕で対

応する場合は、指定管理者が10万円を負担。（10万円を超える額は市が負担） 

 <指定管理者が10万円を負担した10万円以上の工事又は修繕> 
施設名 平成29年度 ⼯事・修繕名称

⽩井駅前 
センター 

電話設備交換修繕
タイルカーペット修繕

⻄⽩井複合 
センター 

空調機基盤修繕
空調機（コイル、基盤、リモコン）修繕

福祉センター 

調理室ファン修繕
⾃家発電設備蓄熱電池交換修理
ろ過材交換修繕
⾮常灯蓄電池修繕

 ・「施設の大規模工事又は修繕」、「設備の瑕疵による工事又は修繕」、「消防設備・自家用電気

工作物等の修繕」について、標準協定書の責任分担により市が全額負担するとしている施設があ

るが、市として統一されていない。 

 ・市民プール及び運動公園陸上競技場では、指定管理者との役割分担の問題が今まで生じていない

ため、指定管理者制度導入当時のままの協定書どおりに10万円以上の修繕は市が全額、１０万

円未満は指定管理者が全額負担している。 

 ・地域福祉センターの指定管理料は、0円のため、修繕は全て市が行っている。 

【見直し案】 

  ・次回の施設の指定管理者の募集から、工事又は修繕を下表のとおり統一する。（地域福祉センターを除く）

施設名 平成28年度 ⼯事・修繕名称

⽩井駅前 
センター 

冷温⽔ポンプ交換修繕及び吸収冷温⽔機
ケース修繕
冷却塔修繕⼯事
⾃動ドア及び制御器交換⼯事

⻄⽩井複合 
センター

空調機リモコン交換修繕 

桜台センター 冷却塔修繕⼯事
H29(8件) H28(5件) H27(1件) H26(2件)



  ・市が必要と認めた経年劣化による設備の工事又は修繕及び備品の修繕について、１件「10万円以

下の場合は、指定管理者が全額を支払うこと」とし、「１０万円を超える場合は、市が全額を支

払うこと」とする。 

  ・自然災害等であって指定管理者に瑕疵のない「施設の工事又は修繕」、「設備の工事又は修繕」、

「備品の修繕」について、市が全額を支払うこととする。 

  ・「施設の大規模工事又は修繕」、「消防設備・自家用電気工作物等の工事又は修繕」、「設備の

瑕疵による工事又は修繕」について、市が全額を支払うこととする。 
 

 
<現在の協定書の責任分担の状況> 

市が全額支払うもの 

西白井

複合
センター

白井 

駅前 
センター

桜台 
センター

学習等

供用 
施設 

白井コミュニティ

センター・
白井児童館

福祉 
センター

障害者 

支援
センター 

高齢者

就労指導
センター

白井 

市民 
プール

白井 

運動 
公園 

施設の⼤規模修繕⼯事 ○ × ○ × × ○ × × × × 

消防設備・⾃家⽤電気⼯作物等の修繕 ○ × ○ × × ○ ○ × × × 

設備の瑕疵による⼯事⼜は修繕 ○ × ○ × × ○ × × × × 
 
（施設、備品等の修繕及び工事）※現在の協定書の例 

第１６条 乙は、○○○○の施設、設備、甲に帰属する備品等について、修繕及び工事が必要であると
認めるときは、甲との協議を行わなければならない。 

２ 前項の修繕及び工事に伴う基本的な費用負担については、次に定めるとおりとする。ただし、特別
な事情があるときは、甲乙協議して決定するものとする。 
(1)１件につき１０万円を超えるもの（消費税及び地方消費税を含む。）については、１０万円を超

える額は甲、１０万円は乙とする。 
(2)１件につき１０万円以下のもの（消費税及び地方消費税を含む。）については、乙とする。 

（責任分担） 
第２５条 甲及び乙は、業務を行うにあたり想定される責務について、本基本協定に定めのあるものの
ほかは、別紙３「責任分担表」のとおりとする。 
 

【見直しの理由】 

  ・市民サービスの向上のため、指定管理者の参入の障害を減らすことで、より良い指定管理者を選

定するため。 

 責任分担の内容 市 指定管理者 
施 
設 

施設の⼤規模⼯事⼜は修繕                        ※統⼀ ○  
⾃然災害等     指定管理者 瑕疵   施設 ⼯事⼜ 修繕※新規 ○  

設 
 

備 

1件10万円以下の設備の⼯事⼜は修繕                現状どおり  ○ 
1件10万円を超える設備の⼯事⼜は修繕               現状どおり ○ 10万円を超える額 ○ 10万円 
1件10万円以下の経年劣化   設備 ⼯事⼜ 修繕        ※新規  ○ 

1件10万円を超える経年劣化   設備 ⼯事⼜ 修繕       ※新規 ○  

経年劣化   設備 交換                        現状どおり ○  

消防設備・⾃家⽤電気⼯作物等の⼯事⼜は修繕            ※統⼀ ○  

⾃然災害等     指定管理者 瑕疵   設備 ⼯事⼜ 修繕 ※新規 ○  

設備の瑕疵による⼯事⼜は修繕                       ※統⼀ ○  

備 
 

品 

1件10万円以下の備品の修繕                      現状どおり  ○ 
1件10万円を超える備品の修繕                     現状どおり ○ 10万円を超える額 ○ 10万円 
1件10万円以下の経年劣化   備品 修繕             ※新規  ○ 

1件10万円 超  経年劣化   備品 修繕             ※新規 ○  

備品の交換                                 現状どおり ○  

⾃然災害等     指定管理者 瑕疵   備品 修繕      ※新規 ○  

 第三者 ⾏為       上記以外                 現状どおり 協議事項 

４ スケジュール 

平成３０年度～ 公の施設の指定管理者制度導入に関する指針の改正による新たな運用の実施 

５ 関連情報 

関係法令等 地方自治法 
関係課 生涯学習課 市民活動支援課 高齢者福祉課 子育て支援課 社会福祉課 
予算措置 平成30年度当初予算（債務負担行為）の期間と額の変更が必要  
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